
東郷町、時間守って明るい町に

伝統を ハ
つ けつぐ

迫野内青年が神楽を練習

ン
　、“

町
’

寧

航∵：》シ、噛，で’∫’

　　Aウ“，　，　　　’

魂 　迫野内では、伝統の神楽を継承

するため、青年が中心になって連

夜、猛練習に励んでいます。

　後継者問題は、とこの地区ても

悩みの種てすが、迫野内も例にも

れず、伝統の消滅を心配した青年

かこれを実現させたものです。

　越表の田中利古さんの指導て、

1ケ月あまりも練習に参加してい

るのは、山田加一、松尾昇、佐藤

久、舛田萬、佐藤幸栄、池田健一

吉田康徳のみなさん、

　神社総代会（代表黒木敏夫きん

）がお世話をしていますが、この

練習の経費は、すへて寄付金てま

かなわれています。

　11月の祭礼まえに仕i一げの練習

をして本番に備えるそうですが、

神様も若者の息吹きを記して、き

っと喜ばれることてしょう

昭和52年10月号第315号
園の花つぎつぎに秋に咲しきうつる

このごろの日のしづけかりけり 牧水

発行東郷町役場・編集企画開発課
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急報とうこう

セ

　‘
，、

円
42％

56万
に
2

経費
5億

∫投資的
一曹 秩F

ド年度決算から1昭和5

　
昭
和
五
＋
一
年
度
の
町
一
般
会
計
と

特
別
会
訂
（
三
会
計
）
の
決
算
が
九
月

定
例
議
会
て
認
定
さ
れ
ま
し
た
の
で
、

そ
の
財
政
状
況
に
つ
い
て
あ
ら
ま
し
を

の
へ
て
み
ま
し
よ
う
。

一
般
会
計

　
昭
和
五
十
一
年
凌
一
般
近
習
予
算
は

少
な
い
一
般
財
源
に
加
え
、
国
の
低
成

長
経
済
政
策
も
あ
っ
て
極
め
て
き
び
し

い
財
政
状
態
に
あ
り
ま
し
た
が
、
町
長

就
任
二
課
目
に
あ
た
り
、
施
策
の
基
本

と
し
て
き
た

⑤
　
東
郷
町
の
立
地
に
適
合
し
た
農
林

　
業
と
商
工
業
の
振
興

σ
学
校
教
育
、
社
会
教
育
（
と
く
に

　
青
年
婦
人
盾
動
）
の
推
進

③
祉
会
資
本
（
教
青
・
福
祉
・
道
路

　
・
通
信
．
消
防
の
各
施
設
）
の
整
備

　
充
実

丁
　
へ
｝
、
、
地
振
興
と
地
域
格
差
の
是
正

⑤
　
企
業
を
誘
致
し
、
過
疎
な
き
生
き

　
か
い
の
あ
る
町
つ
く
）

　
の
重
占
い
五
項
目
を
主
動
と
し
た
予
算

を
編
成
、
三
日
定
例
議
会
て
原
案
と
お

う
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

あ
ら
ま
し

　
さ
ら
に
こ
の
黒
字
か
ら
前
年
度
の
繰

越
金
千
七
百
九
十
四
万
三
千
円
を
差
引

い
て
も
単
年
度
の
実
質
収
支
は
三
千
百

九
万
七
千
円
て
、
昨
年
度
に
比
＼
て
相

当
高
い
も
の
に
な
一
．
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
こ
れ
は
年
度
途
中
に
お
い

て
財
政
対
策
債
三
千
七
十
万
円
の
財
源

対
策
が
な
き
れ
た
こ
と
か
最
大
の
理
由

で
あ
り
、
景
気
浮
揚
策
と
し
て
国
の
措

置
が
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
こ
こ
数
任

続
い
て
い
る
財
政
硬
直
化
の
た
め
町
の

財
政
は
極
め
て
㍉
、
西
）
し
い
事
態
に
直
面

す
る
こ
と
か
考
え
ら
れ
ま
す
．
、

自
主
財
源
は
2
2
％

に
県
支
出
金
二
四
・
九
％
）
、
つ
づ

い
て
町
債
（
一
四
・
四
％
）
、
国
庫
支

出
金
（
七
二
八
％
）
、
諸
収
入
（
六
・

八
％
）
、
町
税
（
六
・
六
％
）
、
財
産

収
入
（
四
・
一
％
）
な
と
と
な
っ
て
い

ま
す義

務
的
経
費
が
4
1
％

　
，
戚
入
総
額
は
、
十
二
億
三
千
九
百
三

十
八
万
八
千
円
。
こ
れ
に
対
す
る
歳
出

総
額
は
、
十
一
億
九
千
百
二
十
九
万
七

千
円
て
、
左
引
き
四
千
八
百
九
万
一
千

円
の
黒
字
決
算
に
な
う
ま
し
た
。

　
歳
出
て
は
、
性
質
別
に
み
る
と
普
通

建
設
事
業
費
な
と
の
投
資
的
経
費
が
全

体
の
四
二
　
二
％
、
人
件
費
な
と
の
義

務
的
経
費
か
四
一
・
一
％
、
補
助
費
等

物
件
費
な
と
の
消
費
的
経
費
か
一
パ
・

七
％
と
な
っ
て
い
ま
す
．
．

　
歳
入
て
は
、
地
庁
交
付
税
か
全
体
の
　
　
　
歳
出
を
目
的
別
に
み
た
主
な
実
施
事

三
七
・
七
％
て
ト
，
ブ
を
し
め
、
つ
㍉
・
・
　
業
は
つ
き
の
と
お
）
て
す

歳入の財源構成

鯉カメ．仕銑

　　　財｛女入

　　　　　5125ヵ

　　　　　　8ハノ・77％）

8189カ6籾「41響
町　礎

（66宅）

その1也

95641」

　　　1モ禍

4t吝6692り

　　　　8刊］

〔377％）

　12億

3，938万8千円

　（100％）

　
引

入
5

畷
乃
％

編
6
88

（

偵

国庫支’金
9721力7モ十一

（78％）

、／
麟、、δ…ヤ・

G49％）

1tご7860ノ」｝Ll

q44％）

29

唐
�
_
林
業
の
振
興
に

　
農
林
水
産
業
費
は
、
全
体
の
二
八
・

五
％
に
あ
た
る
三
億
四
干
三
万
円
を
つ

き
込
み
本
町
の
基
幹
産
業
の
振
興
を
図

う
ま
し
た
。

　
農
業
で
は
、
野
々
崎
ほ
か
十
一
地
区

の
道
路
舗
装
、
整
備
事
業
二
地
区
、
下

内
ほ
か
八
地
区
の
農
道
改
良
、
農
道

舗
装
三
地
区
、
生
盾
関
連
道
二
十
五
地

区
の
舗
装
な
と
を
実
施
し
た
ほ
か
、
農

業
構
造
改
善
事
業
と
し
て
、
み
か
ん
防

蛾
灯
、
梧
蚕
共
同
飼
肯
所
な
と
の
設
置

を
し
ま
し
た
．

　
ま
た
、
農
林
総
合
整
備
モ
テ
ル
事
業

て
認
定
後
は
し
み
て
の
事
業
と
し
て
、

仲
崎
農
道
、
小
長
野
農
業
集
落
道
を
整

備
し
ま
し
た
。

　
林
業
て
は
、
町
有
林
の
整
備
を
実
施

す
る
と
と
も
に
、
町
独
自
の
林
業
祭
を

開
い
て
除
間
伐
の
奨
励
に
努
め
ま
し
た

舗
装
率
4
6
％
に
ア
ッ
プ

　
土
木
費
は
、
一
六
・
七
％
て
二
番
目

に
高
い
比
率
を
し
め
て
い
ま
す
か
、
国

庫
補
助
事
業
の
地
内
～
河
原
線
ほ
か
七

路
線
の
改
良
工
事
、
里
仁
田
橋
ほ
か
二

橋
の
架
替
■
事
な
と
を
実
施
し
、
産
業

経
済
発
展
の
基
盤
て
あ
る
道
路
網
の
整

備
拡
充
に
努
め
ま
し
た

　
．
あ
結
果
、
町
道
の
改
良
率
は
五
二

％
、
舗
装
率
は
四
六
・
一
％
と
な
り
、

と
く
に
舗
装
は
前
年
度
に
比
へ
、
九
％

の
高
い
伸
び
卒
を
示
し
ま
し
た
。

へ
き
地
の
振
興
を
図
る

　
総
務
費
で
は
、
鵜
戸
木
戸
会
所
、
下

渡
川
テ
レ
ヒ
共
聴
施
設
の
助
成
を
行
な

い
、
へ
き
地
振
興
、
地
域
格
差
是
正
を

図
っ
た
ほ
か
、
任
期
満
了
に
伴
う
衆
議

院
議
員
選
挙
、
参
議
院
宮
崎
県
選
出
議

員
の
補
欠
選
挙
が
実
施
さ
れ
、
明
る
く

き
れ
い
な
選
挙
の
啓
発
と
棄
権
防
止
に

努
め
ま
し
た
。

人
づ
く
り
運
動
の
実
践

　
教
育
費
は
、
一
億
四
千
七
百
万
円
を

か
け
て
教
具
教
材
の
充
実
、
へ
き
地
教

員
住
宅
二
戸
建
設
（
越
表
）
な
ど
、
国

の
方
針
に
し
た
が
い
、
本
町
の
実
態
に

即
し
た
幼
児
、
学
校
、
社
会
教
育
を
実

施
し
て
心
身
と
も
に
健
康
な
国
民
の
育

成
に
努
め
ま
し
た
。

　
ま
た
、
公
民
館
盾
動
と
し
て
、
五
十

一
年
度
県
委
託
事
業
の
「
あ
す
を
き
ず

く
人
づ
く
り
運
動
」
に
全
力
を
そ
そ
ぎ

実
践
の
ま
と
め
と
し
て
大
会
を
開
催
し

て
運
動
の
成
果
を
報
告
し
ま
し
た
。

老
人
福
祉
の
充
実
を

歳出の目的別構成

農林水産業費

3億4003力円

k285％）

　
民
生
費
で
は
、
国
の
施
策
に
対
応
し

て
社
会
福
祉
、
な
か
で
も
老
人
福
祉
の

推
進
を
図
り
、
地
区
老
人
ク
ラ
ブ
こ
と

衛生費
　　　5142万

蕩継3鮒

その他
9856わ

　　3千杷

　11億

9，129万7明円

（100％）

上木費
1fC　9939カ

　　5召IJ

167宅）

民生費
1億3056力

　　　4T日
（110％）

、驚欝竃・力・モ・旦

（124％）

　総務費

1億5586カ

　　　8干口
（131％）

歳出の性質別構成

入件費　＼
　3憶5814万

　　　5千円賊
　　、301％）

そ
の幅

　　　　　　　　　　　9⑳3D円

　　　　補助欝（・s％、

　　臆635力9刊
　　　　　　　　　　　　膨費

鍮羅

発
振

鵡
　
軽

　
　
　
浄
　
　
《
　
　
β

11億

9，129万7千円

　（100％）

投
　
修

黛
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量

、

、

越表へき地教員住宅

に
町
内
研
修
（
視
察
）
、
　
㎝
生
き
が
い

あ
る
老
後
づ
く
り
」
と
し
て
老
人
福
祉

館
の
利
用
な
ど
教
養
の
向
上
に
努
め
ま

し
た
。

諸
施
設
の
整
備
、
災
害
復
旧

　
消
防
撃
て
は
、
小
型
動
力
ポ
ン
プ
購

入
（
第
四
部
、
第
八
部
）
、
防
火
水
槽

建
設
（
第
四
部
、
第
十
部
、
第
十
一
部

）
、
接
岸
道
路
の
整
備
（
第
九
部
、
第

十
一
部
）
、
警
鐘
台
の
設
置
（
第
五
部

、
第
六
部
）
な
と
施
設
の
整
備
拡
充
を

図
り
ま
し
た
。

　
災
害
復
旧
費
で
は
、
昭
和
四
十
九
年

台
風
十
四
号
、
五
十
一
年
豪
雨
、
台
風

十
七
号
に
よ
る
災
害
の
復
旧
事
業
を
実

施
し
ま
し
た
。

特
別
会
計

　
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
で
は
、
歳

入
総
額
二
億
二
千
五
十
九
万
一
千
円
、

歳
出
総
額
一
億
八
干
四
百
八
十
万
一
千

円
て
差
引
き
三
千
五
百
七
十
九
万
円
の

黒
字
決
算
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
最
近
の
町
人
口
の
動
態
は
、
よ
う
や

く
固
定
化
の
傾
向
に
あ
う
ま
す
が
、
半

面
、
被
保
険
者
の
動
向
は
、
社
会
保
険

加
入
な
と
異
動
が
激
し
く
、
一
方
で
は

医
療
費
の
改
訂
と
老
人
受
診
率
の
上
昇

で
、
給
付
費
は
前
年
度
に
比
へ
二
二
・

九
％
の
増
加
と
な
づ
ま
し
た
。

　
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
て
は
、
歳

入
総
額
三
千
九
百
二
牙
四
万
円
、
歳
出

総
額
三
千
七
百
五
十
万
円
て
差
引
き
百

七
十
四
万
円
の
黒
字
決
算
に
な
っ
て
い

ま
す
．
、

　
既
設
の
八
重
原
、
坪
谷
、
山
陰
、
仲

野
原
、
福
瀬
の
給
水
人
口
は
二
、
二
九

五
人
、
六
五
六
世
帯
で
、
町
人
口
に
対

す
る
普
及
率
は
三
四
・
二
％
に
な
っ
て

い
ま
す
．

　
国
民
健
康
保
険
病
院
事
業
会
計
で
は

入
院
患
者
の
増
な
と
に
よ
っ
て
五
百
四

十
三
万
三
千
円
の
剰
余
金
が
で
ま
し
た

が
、
前
年
度
ま
で
の
繰
越
欠
損
金
を
差

引
き
、
一
千
五
百
八
十
万
円
の
翌
年
度

繰
越
欠
損
金
が
生
し
ま
し
た
。
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国
民
健
康
保
険
税
が
確
定

　
昭
和
五
十
二
年
度
の
国
民
健
康
保
険

税
の
確
定
賦
課
と
、
保
険
税
の
し
く
み

に
つ
い
て
は
前
月
お
知
ら
せ
し
ま
し
た

が
、
そ
れ
で
は
各
世
帯
の
税
額
は
ど
の

よ
う
な
税
率
で
算
出
さ
れ
る
の
か
、
税

率
算
の
定
と
税
額
の
算
出
に
つ
い
て
の
　
　
（
前
年
度
ま
で
あ
っ
た
擬
制
世
帯
の
制

あ
ら
ま
し
を
説
明
し
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
度
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
．
．
）

四
項
目
で
構
成

別表①税率算定 （単位円）

区　分　割合％　課税額IA）

所得割　3524290，000．616，119，000．

課税購…瀞樹・。：税雛繭1
　　　　　　　器1　逝雌2q．雌傘孝・i

所得割　3524290，000．b16，l19，000．

資産割　10　6，940DOO　24，748，000

100　　所得金20

　　　　万円以F…
28，05

　　　　の世帯
100

所得金20

万円を超
える世帯

…均等割　4027760，000 4，669人． 5，946 3，306：　　2，204

平等割　1510410，000　1β38世帯 7，781　．　　4，398 2，932

計 100169400ρ00　1

※所得割、資産割には税額軽減措置はありません

　
保
険
税
は
、
所
得
に
課
せ
ら
れ
る
も

の
、
固
定
資
産
に
課
せ
ら
れ
る
も
の
、

被
保
険
者
の
数
で
課
せ
ら
れ
る
も
の
、

各
世
帯
平
等
に
課
せ
ら
れ
る
も
の
の
四

項
目
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
所
得
に
課
せ
ら
れ
る
も
の
を
「
所
得

割
額
」
と
い
い
、
三
月
に
申
告
し
た
町

県
民
税
の
所
得
額
が
基
礎
に
な
り
ま
す

　
こ
の
場
合
、
町
県
民
税
で
は
免
税
の

適
用
を
受
け
た
子
牛
販
売
の
所
得
や
、

土
地
又
は
山
林
の
譲
渡
所
得
な
ど
に
係

る
特
別
控
除
金
は
、
保
険
税
で
は
す
べ

て
課
税
の
対
象
と
な
る
所
得
と
し
て
と

り
あ
っ
か
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
つ
ぎ
に
、
固
定
資
産
に
課
せ
ら
れ
る

も
の
を
［
，
資
産
割
額
」
と
い
い
、
町
内

に
存
在
す
る
土
地
と
家
屋
に
係
る
固
定

資
産
税
が
対
象
と
な
る
も
の
で
す
。

　
ま
た
、
被
保
険
者
に
課
せ
ら
れ
る
も

の
を
「
．
被
保
険
者
均
等
割
額
」
、
世
帯

に
課
せ
ら
れ
る
も
の
を
［
，
世
帯
別
平
等

割
額
し
と
い
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
当
該

年
度
の
四
月
一
日
現
在
の
人
数
お
よ
び

世
帯
が
基
礎
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
四
項
目
は
、
い
ず
．
れ
も
保

険
税
の
被
保
険
者
で
あ
る
者
に
係
る
も

の
の
み
が
課
税
の
対
象
と
な
・
り
ま
す
。

税
率
の
算
定
方
法

　
こ
れ
ら
四
項
目
の
課
税
の
対
象
と
な

る
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
合
計
す
る
と
別
表

～
の
B
欄
の
数
値
に
な
り
ま
す
が
、
こ

れ
を
「
課
税
標
準
（
額
）
」
と
い
い
ま

す
．
、
こ
の
課
税
標
準
が
決
ま
る
と
一
．
税

率
」
は
計
算
に
よ
っ
て
算
出
き
れ
ま
す

が
、
こ
れ
が
別
表
警
め
G
欄
の
税
率
で

す
。

軽減世帯の国保税計算例別表②

　
別
表
⑤
の
［
．
被
保
険
者
均
等
割
額
」

に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
と
、
賦
課
す
べ

き
税
額
が
全
体
の
四
⊃
％
で
二
千
七
百

七
十
六
万
円
で
す
が
、
こ
れ
に
対
し
被

保
険
者
数
が
四
、
六
六
九
人
で
す
か
ら

一
人
当
り
の
額
は
五
千
九
百
九
十
六
円

に
な
り
ま
す
、
．

低
所
得
者
の
軽
減
措
置

　
つ
ぎ
に
、
低
所
得
者
に
対
す
る
税
の

軽
減
措
置
で
す
が
、
こ
れ
は
そ
の
世
帯

の
所
得
が
二
十
万
円
以
下
の
も
の
と
、

二
十
万
円
を
超
え
る
も
の
の
う
ち
被
保

険
者
数
に
よ
っ
て
一
定
の
所
得
水
準
以

下
で
あ
る
も
）
と
に
分
け
ら
れ
、
別
表

↑
）
の
「
．
税
額
軽
減
額
」
欄
の
額
が
所
得

額
の
適
用
区
分
に
し
た
が
っ
て
軽
減
き

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
以
上
の
説
明
に
よ
っ
て
算
出
さ
れ
た

税
率
、
軽
減
税
額
に
よ
り
各
世
帯
の
「
、

税
額
」
が
確
定
し
ま
す
が
、
軽
減
世
帯

の
場
合
の
計
算
例
は
別
表
？
の
と
お
り

で
す
。

異
議
申
立
て
は
6
0
日
以
内
に

　
本
年
度
の
確
定
賦
課
を
九
月
に
行
な

い
｝
、
納
税
通
知
書
」
を
送
付
し
ま
し
た

が
、
不
明
な
点
が
あ
る
方
は
税
務
課
に

お
問
合
わ
せ
く
ゼ
き
い
．
．

　
ま
た
、
　
［
，
異
議
の
申
立
て
L
は
納
税

通
知
書
を
受
取
っ
た
日
か
ら
六
二
日
以

内
に
文
書
で
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
税
務
課
）

〔例1〕　20万円以．ドの世帯

○被保険者数1人で所得・資産のない世帯の場合。

　　所得割額　　　　　　　　　　　　　　　0円

　　資産割額　　　　　　　　　　　　　　　0円

　　均等割額　　　　 1人x5，946円＝5，946円

　　平等≡害』額　　　　　　 1世｛替×7，781トq二7，78111」

　　算出税額　　　　　　　　　　　　13，727円

　　　　　13，727円　7，704円（軽減額）一　6，023円

　　　　∴この世帯の国民健康保険税　　　6，020円

〔例2〕　20万lFl以しの世帯

O被保険哲数5人で総所得80万円固定資産税額

　1万円の世帯の場合

　（総所得）一（基礎控除）＝（所得割課税標準）

　800．000i1」200、』000円一・600，000円

　　所得割額　・・q・・…｝器一・亀…円

　　画帳額　　10，00011］。3＆05．2805円

　　　　　　　　　　　　　　　　100

　　均等割額　　　　　5人×5，946円一29，730円

　　平等割額　　　　　1世帯×7，781円＝7，781円

算出税額　　　　　　　　　　　　64，016円

　64，016円一13，952円（軽減額）一50，064円

．’ Dこの世帯の圓民健康保険税　　50，060円
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（5）

曲
唇
業
ひ
者
」
ム
∴

　
　
　
　
、

年
金
に
加
入
で
き
る
の
は

　
農
業
者
年
金
に
は
、
法
律
で
必
ず
加

入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
当
然
加
入

資
格
者
」
と
、
本
人
の
希
望
で
加
入
で

き
る
［
，
任
意
加
入
資
格
者
し
と
が
あ
り

ま
す
。

　
「
当
然
加
入
資
格
者
」
は
、
国
民
年

金
に
加
入
し
て
い
て
、
自
分
名
義
の
経

営
面
積
（
借
入
地
を
含
む
）
が
五
こ
ア

ー
ル
以
上
の
農
業
経
営
主
で
す
，

　
「
．
任
意
加
入
資
格
者
」
は
、
国
民
年

金
に
加
入
し
て
、
次
の
い
ず
．
れ
か
に
該

当
す
る
人
で
す
。

①
自
分
名
義
の
経
営
面
積
が
三
（
～
五

C
ア
ー
ル
（
借
入
地
を
含
む
）
で
、
年

間
投
下
労
働
時
間
が
七
C
C
時
間
以
上

の
農
業
経
営
主
。

曾
自
分
名
義
の
経
営
面
積
が
五
こ
口
ー

ル
以
上
あ
る
農
業
経
営
主
の
後
継
者
。

③
農
業
生
産
法
人
の
構
成
員
で
、
法
人

で
の
持
分
と
法
人
以
外
で
の
自
分
の
経

ぼ
し営

面
積
の
合
計
が
五
〇
ア
ー
ル
以
上
あ

る
も
の
。

　
※
被
用
者
年
金
（
会
社
等
に
勤
め
て

　
い
る
者
が
加
入
す
る
厚
生
年
金
保
険

　
等
）
に
加
入
し
て
い
る
人
は
、
農
業

　
経
営
主
で
も
加
入
で
き
ま
せ
ん
．
、

　
※
将
来
、
年
金
を
受
け
る
た
め
に
は

　
保
険
料
を
納
め
始
め
る
月
か
ら
六
十

．
．
蕪
〃

一
」
．

，
　
」
．
璽
、
，

歳
に
達
す
る
日
（
誕
生
日
の
前
日
）

の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で
の
「
保
険

料
を
納
め
た
期
間
」
が
二
（
．
）
年
（
た

だ
し
、
大
正
五
年
～
昭
和
九
年
生
れ

の
人
は
、
生
年
月
日
に
よ
り
、
五
年

～
十
九
年
に
短
縮
き
れ
て
い
る
）
以

上
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
，

い
ま
加
入
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
人
は

　
保
険
料
は
、
定
め
ら
れ
た
納
付
期
限

を
過
ぎ
て
二
年
た
つ
と
、
時
効
に
よ
っ

て
納
め
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

　
当
然
加
入
資
格
者
で
、
昭
和
四
十
六

年
の
制
度
発
足
の
当
時
す
で
に
五
（
．
）
ア

ー
ル
以
上
の
農
業
経
営
主
だ
っ
た
人
は

こ
れ
か
ら
加
入
の
手
続
き
を
と
っ
て
も

四
十
六
年
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
被
保
険
者

の
資
格
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、

保
険
料
は
さ
か
の
ぼ
っ
て
も
二
年
前
の

分
ま
で
し
か
納
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
任
意
加
入
資
格
者
は
、
申
し

出
た
時
に
被
保
険
者
と
な
り
、
そ
の
手

分
か
ら
保
険
料
を
納
め
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
制
度
が
で
き
て
六
年
す

ぎ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
か
ら
保
険
料
∵

を
納
め
て
も
、
六
十
歳
ま
で
の
期
間
が

年
金
を
受
給
す
る
の
に
必
要
な
期
間
を

満
た
せ
な
い
人
が
多
数
生
じ
て
い
ま
す

　
こ
れ
か
ら
加
入
し
て
年
金
を
受
給
す

る
資
格
を
得
ら
れ
る
の
は
、
次
の
人
で

す
．
、
　
（
昭
和
五
十
二
年
九
月
末
現
在
）

　
当
然
加
入
資
格
者

　
　
　
大
正
九
年
七
月
二
日
以
降
に
生

　
　
　
れ
た
人
。

　
任
意
加
入
資
格
者

　
　
　
昭
和
十
二
年
十
月
二
日
以
降
に

　
　
　
生
れ
た
人
。

　
と
く
に
、
次
の
よ
う
に
当
然
加
入
資

格
者
で
大
正
九
年
七
月
二
日
～
昭
和
十

一
年
一
月
一
日
生
れ
の
人
、
任
意
加
入

資
格
者
で
は
昭
和
十
二
年
生
れ
の
人
（

十
月
二
日
以
降
生
れ
に
限
る
）
は
加
入

の
期
限
が
迫
っ
て
い
ま
す
の
で
、
す
ぐ

手
続
き
を
と
る
よ
う
に
し
て
く
だ
き
い

出
か
せ
ぎ
期
間
は

　
出
か
せ
ぎ
に
行
っ
て
厚
生
年
金
保
険

な
ど
に
加
入
し
た
と
き
は
、
農
業
者
年

金
の
被
保
険
者
資
格
を
失
い
ま
す
が
、

出
か
せ
ぎ
期
間
が
八
ケ
月
以
下
で
帰
っ

て
き
て
再
加
入
し
よ
う
と
す
る
と
き
、

出
か
せ
ぎ
先
で
の
証
明
書
を
添
え
申
し

出
て
基
金
の
確
認
を
う
け
れ
ば
、
そ
の

期
間
は
「
短
期
被
用
者
年
金
期
間
」
と

し
て
、
前
述
の
「
保
険
料
を
納
め
た
期

間
等
」
の
中
に
含
め
ら
れ
ま
す
。
、

加
入
の
際
の
手
続
き
は

　
こ
れ
か
ら
加
入
し
ょ
う
と
す
る
人
は

農
協
の
窓
口
で
、

　
当
然
加
入
資
格
者
は

　
　
　
　
　
　
　
「
資
格
取
得
届
」

　
任
意
加
入
資
格
者
は

　
　
　
　
　
「
資
格
取
得
申
出
書
」

の
用
紙
を
受
け
、
必
要
事
項
を
記
入
し

て
農
協
に
提
出
し
て
く
だ
き
い
、

　
こ
の
際
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
保
険
料
を

納
め
る
人
は
、
放
一
．
て
お
く
と
あ
と
で

そ
の
保
険
料
に
つ
い
て
二
年
の
時
効
が

完
成
し
て
納
付
で
き
な
く
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
ご
に
意
く
ゼ
さ
い
，

と
く
に
当
然
加
入
資
格
者
で
、
資
格
取

得
の
決
定
通
知
を
待
っ
て
か
ら
納
付
す

る
と
表
1
の
③
の
期
日
を
過
ぎ
て
し
ま

う
お
そ
れ
の
あ
る
人
は
、
届
け
と
一
諸

に
必
要
な
保
険
料
も
納
め
る
よ
う
に
し

て
く
だ
き
い
．
．

　
ま
た
短
期
被
用
者
年
金
期
間
の
あ
る

人
は
、
あ
わ
せ
て
「
短
期
被
用
者
年
金

期
間
該
当
申
出
書
」
に
必
要
な
事
項
を

記
入
し
て
提
出
し
て
く
だ
き
い
．
、

第1表 大正9～昭和10年生れの当然加入資格者の届出と保険料納付の期限

　生　年　月　日

1月2日～～7月1日

7月2日～　8月1日

8月2日～　9月1日

9月2日～10月1日

10月2日～　11月1日

11月2日～　12月1日

①いつまでに
届け出るのか

②いつの分の
保険料から一

③その保険料をい
つまでに納めるか

笏易〃笏房ノ、　勿 ㌶

一　　　　．　　．　　．．．巨2年10垣杢　　　50年　7月分　！　諏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　マ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
一　　　　　　　　一．†一．．一．．一一一一一．一一”一．昌一．一　　　　8月分　旨　　　　．　〃
　　　　　　　　　．＿一一　　　　〃　　コ　一．一1．．一9■月分一「一一．．　　　〃　一．一

　　　　　　　　　一兎一一53年1躰⊥一一＿工・月［垣一一一56fl亘疋コ

　　　　　　　　一一一＿一　．．．．一一一召一一　1．．一　　11月分　…　　　　　”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　づ　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ　　　　　　　　　　　ヒ　　　

13月2日～翌年1．担目一．一．一．一一一一一．一三　⊥．一一．一．．．．12月分…　　　　．ガー一．『

　（注）　①の期日は．最終の日ですので、届溜ま、事務処理の面を考えて、できるだけこの

　　　　日の2カ月前までに基金に到着するように余裕を見込んで農協に提出してドさい。

（
農
業
委
員
会
）

第2表 昭和12年生れの任意加入資格者の加入期限

生　年　月　日 ①いつまでに
　加入するか

②いつの分の
　保険料から

1月2日～　10月1日

③その保険料の
　通常の納期

　　10月2日～　　　　　　　11月1日
一　11月2日～　12月i一自一レー

吻％彦／ろ髪　　／多

10月末 10月分

「
11月末 ll月分

一1巨3年1肱
1　　　　　　　　　　　　　”

12月2日～翌年1月1日．一　一．．12月末　！　．　．12月分．一＋一’．一一一一　〃

　（注）　①は第1表の注と同様最終の日ですので、届、昏は2ケ月前までに基金に到着するよ

　　　　うに余裕を見込んで基金に提出してドさい。

」



の町報とうこう

至重子女

男子2位・総合2位

会大育郡民体

　
第
十
六
回
東
臼
杵
郡
民
体
育
大
会
で

本
町
選
手
団
は
女
子
が
優
勝
、
男
子
が

二
位
、
総
合
で
二
位
の
好
成
績
を
お
さ

め
ま
し
た
。

　
大
会
は
、
八
月
二
十
八
日
午
前
九
時

三
十
分
か
ら
本
町
総
合
グ
ラ
ン
ド
に
郡

内
の
十
町
村
か
ら
約
五
百
名
が
参
加
し

て
開
か
れ
、
一
般
男
子
四
百
崩
か
ら
競

技
を
開
始
し
ま
し
た
。

　
ま
た
当
日
は
、
往
年
の
名
ラ
ン
ナ
ー

広
島
日
出
国
さ
ん
（
北
郷
村
出
身
）
も

オ
ー
ブ
ン
参
加
、
模
範
走
法
を
示
し
て

大
会
に
華
を
添
え
ま
し
た
。

　
成
績
（
三
位
入
賞
種
目
の
み
）

▼
男
子
▲

　
▽
一
般
百
癖
　
①
門
川
1
1
秒
5
　
②

南
郷
1
1
秒
7
　
③
南
郷
1
2
秒
0
　
③
福

谷
集
（
鶴
野
内
）
1
2
秒
0

　
▽
一
般
四
百
麿
　
①
寺
田
誠
二
（
鶴

野
内
）
5
5
秒
1
　
②
南
郷
5
5
秒
3
　
③

北
浦
5
5
秒
4

　
▽
一
般
ス
エ
ー
デ
ン
リ
レ
ー
　
¢
諸

塚
①
東
郷
（
高
山
睦
男
・
福
谷
集
・

黒
木
紀
一
郎
・
寺
田
誠
二
）
2
分
1
3
秒

8
　
③
南
郷
2
分
1
4
秒
1

　
▽
五
十
歳
以
上
六
十
屑
　
①
北
郷
、

＠
井
上
秋
三
郎
（
鶴
野
内
）
7
秒
9

③
門
川
8
秒
3

　
▽
一
般
走
幅
跳
　
①
海
野
修
一
（
小

野
田
）
6
眉
”
　
②
諸
塚
5
厨
9
7
　
③

椎
葉
5
層
9
6

　
▽
一
般
砲
丸
投
　
④
椎
葉
1
2
屑
2
2

②
小
川
勝
正
（
鶴
野
内
）
1
1
屑
6
0
　
③

西
郷
1
0
厨
6
4

　
▽
一
般
三
段
跳
　
①
西
郷
1
2
墳
6
9

②
諸
塚
1
1
癖
3
9
　
③
本
多
悌
一
一
（
小
野

　
海
野
徳
次
郎
さ
ん
（
寺
迫
区
）
力
　
九
月
三

日
に
百
二
歳
の
生
涯
を
閉
じ
ら
れ
ま
し
た
。

　
海
野
さ
ん
は
、
明
治
八
年
六
月
二
十
二
日
生

れ
で
、
こ
れ
ま
で
本
町
の
最
高
令
者
で
し
た
。

　
葬
儀
で
は
、
故
人
の
遺
志
に
よ
っ
て
「
紅
白

も
ち
」
が
参
列
者
に
配
ら
れ
ま
し
た
。

　
心
か
ら
ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

田
）
1
0
冒
8
6

　
▽
一
般
三
十
歳
代
砲
丸
投
　
①
田
辺

英
雄
（
福
瀬
）
1
3
暦
5
6
　
②
門
川
1
2
層

88

@
⑧
諸
塚
一
2
鍛
5
2

　
▽
中
学
生
二
百
層
　
①
北
方
2
5
秒
2

　
②
小
林
英
明
（
福
瀬
）
2
6
秒
2
③

　
南
郷
2
6
秒
3

　
▽
中
学
生
走
高
跳
　
①
北
浦
1
督
6
3

　
②
門
川
1
諸
6
0
　
包
岩
田
豊
昭
（
福

瀬
）
－
賢
5
5

　
▽
中
学
生
砲
丸
投
　
⑦
門
川
1
0
境
8
4

　
②
鈴
木
雅
人
（
小
野
田
）
の
層
7
1

　
③
諸
塚
1
0
厨
4
3

▼
女
子
▲

　
▽
一
般
百
層
　
①
北
郷
1
4
秒
5
　
②

木
村
逸
子
（
小
野
田
）
1
4
秒
6
　
⑧
北

郷
1
4
秒
7

　
▽
一
般
走
高
跳
　
①
西
郷
1
観
3
5

（
撃
不
村
逸
子
（
小
野
田
）
1
賢
3
5
　
（
B
）

南
郷
1
肩
2
0

　
▽
一
般
走
幅
跳
　
①
南
郷
4
層
3

②
椎
葉
3
癖
9
8
　
◎
甲
斐
実
千
代
（
小

野
田
）
3
屑
8
0

　
▽
三
種
競
技
　
1
西
郷
　
②
椎
葉

②
那
須
光
美
（
坪
谷
）

　
▽
中
学
生
百
層
　
①
南
郷
1
4
秒
1

②
直
野
み
か
（
福
島
）
1
4
秒
3
　
（
巷
北

浦
1
4
秒
5

　
▽
中
学
生
二
百
訂
　
①
門
川
2
9
秒
9

　
②
寺
原
光
代
（
羽
坂
）
3
1
秒
0
　
曾

門
川
5
1
秒
1

▼
成
績
▲

▽
総
合
　
④
門
川
　
②
東
郷
　
◎
椎
葉

▽
男
子
　
①
門
川
　
②
東
郷
　
③
椎
葉

〉
女
子
　
①
東
郷
　
②
椎
葉
　
③
門
川

16

冾
ﾉ
町
民
体
育
大
会

　
第
十
七
回
町
民
体
育
大
会
の
開
催
要

項
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
。

　
こ
の
大
会
は
、
広
く
町
民
の
間
に
ス

ポ
ー
ツ
を
振
興
し
て
そ
の
普
及
発
展
を

図
り
、
町
民
の
健
康
づ
く
り
と
明
朗
で

豊
か
な
入
間
性
を
助
長
す
る
目
的
で
実

施
さ
れ
る
も
の
で
す
．
．

　
実
施
方
針
に
も
、
　
「
す
べ
て
の
町
民

が
相
集
い
、
そ
の
体
力
に
応
じ
て
参
加

す
る
親
睦
の
場
で
あ
る
。
競
技
は
、
勝

敗
だ
け
で
な
く
、
参
加
者
も
観
衆
も
と

も
に
楽
し
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
．
」
と
あ
h
・
ま
す
．
、

　
こ
ぞ
っ
て
参
加
し
ま
し
よ
う
．
、

　
開
催
要
項
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
す
。

1
、
日
時

　
　
　
十
月
十
六
日
（
日
）
午
前
九
時

　
　
　
雨
天
の
場
合
は
十
月
二
十
三
日

2
、
会
場
　
町
総
合
グ
ラ
ン
ド

3
、
実
施
要
領

　
①
競
技
方
法
　
公
民
館
対
抗

　
②
競
技
種
目

　
　
【
男
子
】
▽
百
督
（
年
令
別
）
▽

　
　
二
百
層
（
中
高
生
・
一
般
）
　
▽

　
　
千
五
百
癖
　
▽
五
干
層
　
▽
八
百

　
　
層
リ
レ
ー
　
▽
年
令
別
リ
レ
ー

　
　
▽
走
高
跳
　
▽
走
幅
跳
　
▽
砲
丸

　
　
投
（
以
上
三
種
目
は
、
中
・
高
・

　
　
一
般
の
別
）

　
　
【
女
子
】
　
▽
百
層
（
年
令
別
）

　
　
四
百
凝
リ
レ
ー
　
▽
年
令
別
リ
レ

　
　
一
　
▽
走
高
跳
　
▽
走
幅
跳
　
▽

　
　
砲
丸
投
（
以
上
三
種
目
は
、
中
・

高
・
一
般
の
別
）

　
　
【
そ
の
他
】
▽
職
場
対
抗
リ
レ
ー

　
　
▽
公
民
館
役
職
員
リ
レ
ー

　
　
【
団
技
】
▽
来
賓
・
一
般
　
▽
青

　
　
年
　
▽
婦
人

4
、
参
加
資
格

　
　
東
郷
町
の
住
民
で
あ
れ
ば
参
加
で

　
　
｝
、
－
る
。
た
だ
し
、
選
手
名
簿
に
軽

　
　
録
さ
れ
て
い
る
者

5
、
年
令
制
限

　
　
　
満
年
A
コ
は
、
十
月
十
六
日
冷
　
基

　
　
準
と
す
る
．
．

6
、
出
場
制
限

　
　
　
個
人
の
出
場
種
目
は
制
限
し
な

　
　
い
が
、
男
子
八
百
翼
リ
レ
ー
と
年

　
　
令
別
リ
レ
ー
、
女
子
四
百
賢
リ
レ

　
　
一
と
年
令
別
リ
レ
ー
に
重
複
出
場

　
　
は
で
き
な
い
。

7
、
表
彰

　
　
①
各
種
目
の
最
高
記
録
者
に
賞
状

　
　
リ
レ
ー
の
優
勝
チ
ー
ム
に
優
酬
勝
恥
瞑

　
　
ま
た
は
カ
ッ
．
プ
を
授
与
す
る
。

　
　
咳
種
目
ご
と
に
採
点
し
、
総
合
優

　
　
勝
公
民
館
に
優
勝
旗
を
授
与
す
る

　
　
曾
参
．
加
者
全
員
に
参
加
賞
を
贈
る

　
　
丁
天
会
当
日
、
応
援
の
状
況
お
よ

　
　
び
参
加
選
手
を
は
握
し
、
大
会
の

　
　
運
営
に
特
に
努
力
し
た
公
民
館
に

　
　
努
力
賞
を
贈
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
教
本
目
止
口
貝
ム
ム
）

朗
詠
の
な
か
歌
碑
に
酒

五
十
回
忌
・
牧
水
祭

　
牧
水
先
生
の
五
十
同
属
に
あ
た
る
九

月
十
七
日
、
生
家
の
裏
山
に
あ
る
歌
碑

前
で
牧
水
祭
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
．
．

　
こ
れ
は
、
牧
水
顕
彰
会
（
会
長
・
木

村
誠
町
長
）
が
、
郷
土
の
生
ん
だ
偉
大

な
歌
人
、
牧
水
先
生
の
偉
業
を
し
の
ぶ

と
と
も
に
め
い
福
を
祈
る
た
め
に
毎
年

実
施
し
て
い
る
も
の
で
す
，

　
当
日
は
、
木
村
町
長
は
じ
め
約
百
二

十
人
が
参
列
し
て
神
事
が
行
な
わ
れ
、

遣
族
代
表
の
興
評
言
生
子
き
ん
ら
が
玉

ぐ
し
を
さ
き
げ
、
越
智
清
子
き
ん
が
［
．

ふ
る
き
と
の
尾
鈴
の
山
の
か
な
し
き
よ

秋
も
か
す
み
の
た
な
州
、
）
き
て
居
り
二
を

朗
詠
。
朗
詠
が
流
れ
る
な
か
、
坪
谷
中

の
生
徒
、
矢
野
一
、
）
う
み
、
酒
井
智
美
き

ん
が
歌
碑
に
清
酒
を
そ
そ
い
だ
あ
と
、

生
徒
三
十
人
が
牧
水
先
生
の
歌
二
曲
を

合
唱
し
ま
し
た
。

　
ま
た
祭
典
終
了
後
、
生
家
で
塩
月
儀

市
き
ん
が
一
．
牧
水
の
生
涯
」
と
題
し
て

講
演
を
行
な
い
、
初
め
て
参
列
し
た
延

岡
南
中
学
校
の
短
歌
研
究
会
の
生
徒
が

が
興
味
深
く
聴
い
て
い
る
姿
が
印
象
に

残
り
ま
し
た
．
．

夏季仔牛品評会で

勝優体重

　
夏
季
仔
牛
郡
品
評
会
で
、
本
町
は
十

八
年
ぶ
り
の
団
体
優
勝
を
し
ま
し
た
．
．

　
町
の
畜
産
振
興
は
、
永
年
に
わ
た
る

　
生
産
者
の
努
力
で
素
牛
の
改
良
を
行

な
い
、
仔
牛
の
生
産
も
他
市
町
村
を
抜

い
て
毎
年
セ
リ
｛
巾
な
ど
で
子
。
古
同
値
の
士
冗

買
が
な
き
れ
て
き
ま
し
た
．
．

　
ま
た
郡
品
評
会
で
も
上
位
に
ラ
ン
ク

き
れ
な
が
ら
も
、
こ
れ
ま
で
団
体
優
勝

．
の
機
会
が
な
く
、
町
で
は
、
こ
れ
を
契

機
に
、
き
ら
に
畜
産
振
興
の
た
め
指
導

を
す
す
め
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
．
、

　
夏
季
品
評
会
の
成
績
は
、
つ
ぎ
．
の
と

お
り
で
す
，

▽
牝
牛
の
部

　
優
等
五
席
　
清
水
辰
夫
（
仲
深
）

　
同
　
六
席
　
清
水
兼
光
（
羽
坂
）

　
同
　
八
席
　
塩
月
　
栄
（
鶴
野
内
）

　
同
十
四
席
　
黒
木
敏
夫
（
迫
野
内
）

　
一
等
　
　
　
桑
原
春
吉
（
仲
深
）

▽
去
勢
牛
の
部

　
一
等
　

塩
月
栄
（
鶴
野
内
）

　
二
等
　
　
甲
斐
民
一
郎
（
仲
深
）

▽
・
団
体
の
部
　
（
得
占
｛
は
下
半
均
）

十九八七六五四三ニー
位位位位イ立位位位右t位

東
郷
町

日
向
市

北
川
町

北
方
町

門
川
町

北
郷
村

延
岡
市

西
郷
村

北
浦
町

椎
葉
村

十
一
位
南
郷
村

十
二
位
諸
塚
村

五
七
・
九
点

五
一
・
四
点

五
π
・
九
点

五
丁
八
点

四
一
・
七
点

三
九
・
二
点

一
．
ご
＼
。
」
＼
片
“

．
．
一
．
ノ
　
　
　
一
ノ
　
「
一

一二

Z
・
一
二
占
｛

二
七
・
四
点

二
五
・
六
占
｛

↓
五
・
六
点

一
三
二
二
点

　
　
（
農
林
課
）

町報とうこう
〈7）

建
設
業
退
職
金
共
済
制
度

　
こ
の
制
度
は
、
建
設
現
場
で
働
く
現

場
作
業
員
が
全
国
ど
こ
の
現
場
で
、
い

っ
働
い
て
も
、
働
い
た
日
数
分
の
掛
金

が
全
部
通
算
き
れ
、
建
設
業
の
仕
事
を

や
め
た
と
面
一
・
に
退
職
金
が
支
払
わ
れ
る

と
い
う
も
の
で
す
。

▼
加
入
で
き
る
事
業
主

　
常
時
雇
用
す
る
従
業
員
が
三
百
人
以

下
の
建
設
業
主
．

▼
対
象
の
範
囲

　
現
場
の
労
務
従
事
者
は
、
賃
金
支
払

方
法
、
職
務
の
名
称
に
か
か
わ
ら
ず
、

出
稼
労
働
者
を
含
め
対
象
と
な
り
ま
す

▼
加
入
囲
込
み
の
し
か
た

　
共
済
組
合
の
支
部
（
建
設
業
協
会
内

）
に
あ
る
［
共
済
契
．
約
由
込
書
一
に
必

要
事
項
を
記
入
し
て
提
出
し
ま
す
、

▼
制
度
の
特
典

　
税
法
上
、
事
業
主
が
払
込
む
掛
金
は

必
要
経
費
と
し
て
全
部
免
除
に
な
り
、

退
職
金
は
、
退
職
所
得
扱
い
と
な
り
ま

す
が
、
事
実
上
税
金
が
か
か
り
ま
せ
ん

　
ま
た
、
退
職
金
に
は
五
％
な
い
し
十

％
の
国
庫
補
助
金
が
つ
き
ま
す
。

　
く
わ
し
く
は
、
役
場
建
設
課
に
お
問

合
せ
く
だ
さ
い
。
　
　
　
　
（
建
設
課
）

り

岨

〃

一一一
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　　　　　　　　　　富”　　　　　　　　’　　　一　　　　　　　一　　　　　　，　’　一　　　　一　’　”　　　”　一　　一　’　〆　’〆鐸．’”

お
し
ら
せ

へ

聾
瞥」・

町
職
員
発
令

採
　
用
（
9
月
1
日
付
）

▽
稲
田
和
代
（
国
保
病
院
勤
務
）

身
障
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会

　　　　　　　　　　”　　　　　　　　　　8’”　　　　　　　”置　　　　　　一’”　　　　”響　　　一’”　　”8　〆　’　，一曹

　
第
三
回
身
体
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会

が
つ
ぎ
の
と
お
り
開
催
さ
れ
、
本
町
か

ら
も
十
五
名
の
選
手
が
出
場
し
ま
す
。

▽
日
時
　
1
0
月
1
6
日
午
前
1
0
時

▽
会
場
　
西
郷
村
総
合
グ
ラ
ウ
ン
ド

行
政
相
談
週
間

　
十
月
十
六
日
か
ら
二
十
二
日
ま
で
が

行
政
相
談
週
間
で
す
。

　
国
、
県
、
町
の
行
政
で
要
望
や
不
平

不
満
な
ど
の
あ
る
方
は
、
遠
慮
な
く
相

今
月
の
税
金

国
民
健
康
保
険
税
　
　
3
　
期

町
　
県
　
民
　
税
　
　
3
　
期

　
　
　
　
　
納
期
　
1
0
月
3
1
日

談
に
お
い
で
く
だ
き
い
．
．

　
電
話
で
も
結
構
で
す
。

　
　
　
　
行
政
相
談
員
　
塩
月
儀
市

　
　
　
　
電
話
　
山
陰
　
二
五
〇
四

善
意
の
と
も
し
び

　
忌
明
寄
付
と
し
て
つ
ぎ
の
か
た
か
ら

善
意
が
よ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す

　
△
迫
野
内
の
黒
木
ハ
ナ
エ
さ
ん
か
ら

（
宝
作
さ
ん
・
5
5
歳
ご
死
去
）

　
▽
寺
迫
の
橋
口
裕
教
さ
ん
か
ら
（
佐

教
き
ん
・
5
5
歳
ご
死
去
）

　
▽
坪
谷
の
矢
野
秀
俊
さ
ん
か
ら
（
利

吉
さ
ん
・
7
1
歳
ご
死
去
）

　
▽
寺
迫
の
海
野
与
七
さ
ん
か
ら
（
徳

次
郎
さ
ん
・
0
2
歳
ご
死
去
）

　
　
　
　
　
1

今
月
の
心
配
ご
と

相
　
　
談
　
　
日

10

獅
P
8
日
（
火
曜
日
）

東
郷
町
社
会
福
祉
協
議
会

輔
拶
顯
飢

セ
，ゼ

課

す
く
謡
う

芝
ψ
賦

ま
る
塾

繋〃

薦
薄
　
．

畢ミ

加

，
　
．

礫
乏繕㌻

サ　　　　コ　　　

讃
8
月
届
出
分

出
生
お
め
で
と
う

赤
ち
ゃ
ん
の
名
　
父
の
名
住
所

井黒宮寺高松新

一ヒ木田田藤邪計

　麻知亮昌克麻

夏美依一美典美
幸　幸　伴二敏

夫悟男山已美文
坪重厚羽撃坪福
　野野
谷内内坂瀬谷瀬

冥
福
を
祈
り
ま
す

氏
　
　
名
　
　
…
年
齢
一
住
所

田川黒山三川

須原木元河越
　
　
昇
恥
4
7

新
　
一
　
7
0

タ
　
メ
　
8
8

宝
作
　
5
5

重
太
郎
　
7
2

サ
ツ
ェ
　
5
7

田仲迫越三眠
　　三
野深内表深瀬

∵龍籍∵
く　　　　　　　　　　　　　　　　1
さ　男　3，309人（÷12）’

こ

1　女　3・452人（＋14）：

1世帯数1，765戸（÷5）

　　　52年9月1日現在

1　　（　）は史前月比

’．＿．軋みチ。“＿チ．“》．鎚・ヂ，

｝一　　一　㎞属－

今
月
の
う
ご
き
（
1
0
月
行
事
）

▽
町
女
子
青
年
研
修
会
（
月
末
）

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会

午
後
中
止

　
九
月
四
日
に
行
な
わ
れ
群
ソ
フ
ト
ボ

ー
ル
大
会
は
、
中
途
か
ら
雨
に
な
り
午

後
か
ら
中
止
に
な
り
ま
し
た
、
．

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル

県
大
会
出
場
者

　
　
　
　
　
　
　
「
～

銅
鉾
所
藏
吻
，

戸
に
鍵
を

心
に
鍵
を
か
け
ま
し
ょ
う

　
秋
の
行
楽
期
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ

の
時
期
は
空
巣
や
夜
の
忍
込
み
の
窃
盗

事
件
が
ふ
え
ま
す
．
．

　
窃
盗
事
件
で
は
、
鍵
が
な
か
っ
た
り

か
け
忘
れ
た
た
め
の
被
害
が
三
七
％
に

も
な
っ
て
い
ま
す
．
、
鍵
が
し
て
あ
れ
ば

三
分
の
一
の
被
害
は
防
げ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
の
で
、
　
一
戸
↓
戸
が
鍵
か
け
を

推
進
し
泥
捧
を
し
め
だ
し
ま
し
よ
う
．
．

▽
監
督
松
尾
昇

▽
コ
ー
チ
　
黒
田
静
夫
　
直
野
広
義

▽
選
手
　
黒
木
誠
　
築
瀬
美
寿
小
川

　
勝
正
　
中
谷
睦
美
　
海
野
保
司
　
海

　
野
善
彦
　
佐
藤
欣
一
　
本
多
悌
二

　
佐
藤
孝
　
直
野
裕
二
　
寺
原
広
義

寺
原
義
弘
　
黒
木
孝
子
　
橋
口
銀
美

甲
斐
実
千
代

木
村
逸
子
さ
ん
が
優
勝

　
九
月
十
八
日
県
総
合
運
動
公
園
で
行

な
わ
れ
た
宮
崎
県
青
年
大
会
陸
上
の
部

に
郡
代
表
と
し
て
出
場
し
た
木
村
逸
子

さ
ん
（
小
野
田
）
が
、
女
子
百
督
で
優

勝
し
ま
し
た
、
．

　
　
　
　
　
　
（
町
青
協
広
報
部
）

　
鍵
を
す
る
と
き
は
、
特
に
次
の
よ
う

な
こ
と
に
注
意
し
て
く
だ
き
い
。

①
留
守
を
知
ら
れ
な
い
こ
と

　
大
き
な
南
京
錠
な
ど
は
、
留
守
を
教

え
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
ま
た
新
聞
紙

な
ど
を
た
め
る
の
も
同
じ
こ
と
で
す
．
．

　
「
，
ち
ょ
っ
と
近
く
に
買
物
に
」
も
必

ず
鍵
を
か
け
ま
し
よ
う
，
泥
捧
は
、
そ

の
「
、
ち
ょ
っ
と
」
を
狙
っ
て
い
ま
す
．
．

（
1
2
Σ
戸
締
り
は
二
段
、
三
段
構
え
で

　
泥
捧
は
、
長
時
間
い
る
と
人
に
見
ら

れ
る
の
で
あ
き
ら
め
ま
す
、
．

（
3
ま
た
、
不
幸
に
し
て
被
害
に
あ
っ
た

時
は
、
現
場
に
手
を
ふ
れ
な
い
で
す
ぐ

一
一
二
番
電
話
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
（
山
陰
警
察
官
駐
在
所
）
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